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＜市民・企業・行政の役割＞
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１ ふれあいの輪を広げる市民文化の推進

(１) 市民・企業のまちづくり意識の醸成
(２) コミュニティ活動の推進
(３) 幅広い人材の育成

２ 市民・企業のまちづくりへの参加促進

(１) 広報公聴活動の充実
(２) 市民・企業の参加システムづくり
(３) 情報公開の推進

市民・企業

○市民・企業がさまざまな活動を通じて､ 主体的に自己実現や社会参加を
進め､ 活力ある都市を創っていきます｡
○コミュニティ・ボランティア団体・ＮＰＯなどの活動を通じて多様な地
域､ 市民との連携を強めていきます｡
○行政のさまざまな政策づくりに参画し､ 協働によるまちづくりを進めま
す｡

行 政

○すべての人にやさしいまちづくりの視点にたった行政運営を進めるとと
もに､ 市民・企業がまちづくりへの意識を高め､ 幅広く活動できるため
に､ さまざまな活動支援に努めます｡
○市民・企業のより主体的なまちづくりへの参画を促進するため､ 政策決
定など､ 行政のさまざまな計画づくりへの市民参画を推進します｡
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市民・企業・行政が共に創造する
まちづくり



(１) 市民・企業のまちづくり意識の醸成
○市民・企業のより主体的なまちづくりへの参加を促進し､ 府中市のめざす新しい都

市の将来像の実現に向けて行政と一体となった活動を進めていくため､ 地域の課題

を自主的に解決し､ 市民が主体的に府中市のまちづくりを推進しようとするまちづ

くり意識の向上を図ります｡

○まちづくりにおいて市民が果たすべき役割やまちづくりへの理解と協力を促進する

ため､ 住民自治やまちづくりに関する学習や研修､ 活動事例の紹介などを通じて､

コミュニティ活動に対する意識啓発を図ります｡

○企業が市民・行政との連携を強め､ 産業と一体となったまちづくりを進めるため､

府中商工会議所などを中心にイベント､ 体験学習などを通じた市民との交流機会づ

くりを進めます｡

□ 主要事業

①市民のまちづくり意識の啓発

②コミュニティ活動に対する意識の啓発

③企業と市民との交流機会の促進

(２) コミュニティ活動の推進
○地域の課題を市民自ら解決し､ まちづくりに主体的に取り組もうとする活動を支援

するため､ コミュニティ活動に必要な情報提供のほか､ 活動組織の設立や初期段階

の活動支援など､ 行政によるサポート体制の充実を図ります｡

○まちづくりをはじめとするさまざまな分野において､ 市民・ボランティア団体・Ｎ

ＰＯなどが主体的に取り組む活動を支援するため､ 活動拠点の確保や情報の提供な

どを行います｡

□ 主要事業

①行政によるコミュニティ活動のサポート体制の充実

②市民・ボランティア団体・ＮＰＯなどの活動支援
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(３) 幅広い人材の育成
○まちづくり活動に主体的に取り組む人材の育成を図るため､ あらゆる世代の地域活

動への参加を促進するとともに､ 青少年から高齢者まで幅広く地域リーダーの育成

を図ります｡

○コミュニティ活動やまちづくり活動に取り組む組織・団体などの育成を図るため､

組織・団体などの交流・連携を促進して､ コミュニティ活動のネットワーク化や活

動団体の育成､ スキルアップなどを支援します｡

□ 主要事業

①地域リーダーの育成支援

②ボランティア団体・ＮＰＯなどの育成支援
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■市役所外観



(１) 広報公聴活動の充実
○インターネットなど幅広い情報媒体の活用や懇談会の開催､ モニター制度の導入な

ど､ 市民の多様な暮らしに対応した広報公聴活動を進め､ 市民・企業のまちづくり

への参加を促進します｡

○行政情報の提供方法において､ 情報入手の利便性や多様性を確保するため､ 公共施

設や家庭の情報端末から気軽にアクセスできる行政情報提供システムの有効活用を

図ります｡

□ 主要事業

①多様な広報公聴活動の実施

②行政情報提供システムの有効活用

(２) 市民・企業の参加システムづくり
○市民・企業のまちづくりへのより主体的な参加を促進するため､ 市民の意見を取り

入れるワークショップの開催や､ 地域住民との協議や協働による計画策定など､ 事

業の計画段階から市民参画を推進します｡

○市民・企業と一体となったまちづくり活動の推進に向けて､ 行政だけでは対応が困

難な地域課題などについて､ 市民・企業との連携や役割分担により事業の推進を図

ります｡

□ 主要事業
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２. 市民・企業のまちづくりへの参加促進

①市民・企業の参加機会の拡充

②市民・企業・行政の連携による事業の推進
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(３) 情報公開の推進
○市民・企業と一体となったまちづくり活動の推進を図るために､ 市民生活に多大な

影響を及ぼす事業などについて､ 説明会の開催や広報紙の配布などによって､ 事前

の情報提供と情報公開を積極的に推進します｡

○法律や開示請求に基づく情報公開に向けて､ 行政情報の管理や文書管理などの充実

を図るとともに､ 個人情報の保護などセキュリティ※対策の強化を図り､ 情報管理

体制を充実します｡

○避難場所や避難経路､ 各種危険箇所を掲載した防災マップの作成と､ 積極的な情報

提供を進めます｡

□ 主要事業

①情報公開の推進

②情報管理体制の拡充
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※セキュリティ＝安全｡ 防犯｡ 安全保障｡
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